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はじめに 

 

電子申告制度は平成 16 年に運用が開始され、これまで利便性向上のため様々な施

策が実施されてきたなかで、令和３年 10 月に財務省が「オンライン利用率引上げの

基本計画」を策定し、令和 5年度末までにオンライン利用率を法人税及び法人消費税

は 90％、所得税 65％、個人消費税 75％、相続税 40％の目標が設定された。また、令

和７年度末までにキャッシュレス納付率 40％の目標も設定され、申告・納税手続き共

にオンライン化が進められている。 

これらの目標を達成するためには、e-Tax、eLTAX、電子納税の使い勝手の改善、国

税と地方税との情報連携の徹底といった納税者に対する利便性向上策を示し、納税者

が電子申告を始めやすい環境を整備していく必要がある。 

デジタル社会形成基本法では、事業者が自ら積極的にデジタル社会の形成の推進に

努めることとされており、また、行政手続きのオンライン原則が掲げられているなか

で、日税連においても税理士法等を改正し税理士業務の ICT化の推進を通じ、納税義

務者の利便性向上を図るよう努めることとしている。 

 電子申告を行える者は納税者本人もしくは税理士に限られており、また、税理士の

関与割合の多い法人税において高いオンライン利用率が示しているように税理士の

電子申告普及における影響力は極めて高いと言える。税理士が率先して電子申告を利

用し、その問題点と解決策を国税当局と協議し、使い勝手のよいシステムに改善され

ていくことが電子申告の普及に直結するものであると確信している。 

 今年度も、実務家である税理士の視点とともに納税者の視点からも要望事項の取り

まとめを行った。この要望事項は、税理士のみならず、納税者の満足度も向上させる

ものであり、真の意味での利便性を追及したものである。利用者が各種行政手続のオ

ンライン利用に関し、より多くの利便性を実感すれば、オンライン利用が促進される

結果となることから、今回の要望事項が実現されることを強く望むものである。 

 最後に、eLTAX と e-Tax は現状、別システムとしてそれぞれ運用されているが、利

用者の利便性の更なる向上、行政の大幅なコスト削減を考えれば、「『行政手続コスト』

削減のための基本計画」において示された eLTAXと e-Taxの連携を推進していくこと

が望ましいと考えられる。 
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【重要要望項目】 

（税理士資格の証明） 

１．税理士の代理送信について、税理士であることを証明できる仕組みを設けること。 

 税理士が税務書類の作成及び申告の委嘱を受けて代理送信を行う場合には、税理士法第

33 条の規定の趣旨に基づき、税理士の身分と責任の所在を明らかにしなければならない。 

 現在は開始届出の提出時に税理士登録の有無を確認して「代理送信の可否」を判断してい

るところ、令和 6 年に稼働を予定している「国家資格等情報連携・活用システム」と連携す

ることにより、税理士資格を電子的に確認できるようになることから、代理送信した者が税

理士であるかの確認をリアルタイムに行える仕組みを構築し、代理送信した時点での税理士

登録の有無を確認できるようにすること。 

 

 

（障害対応） 

２．e-Taxの障害発生時には一律の期限延長を行うこと。 

本年 1 月及び 3 月に e-Tax の受付処理遅延・接続障害が発生し、申告等を期限までに行え

ない事象が発生した。障害が発生した場合には、国税通則法施行令（災害等による期限の延

長）第三条第二項を適用し、期日指定による一律の期限延長とすること。また、障害が発生

した際は速やかに期限延長等の措置を行えるよう運用上の明確な基準を設けるなど、緊急時

における対応計画を策定すること。加えて、義務化対象法人の質疑応答では「災害その他の

理由」としてサイバー攻撃等の際にも個別の期限延長の申請が可能となっているところ、全

ての電子申告利用者に適用できることを明確化すること。 

 

 

（行政手続きの電子化関係） 

３．行政手続きの電子化に際して、円滑な税務代理が行えるよう配意すること。 

（１）マイナポータルについて 

令和 3 年 1 月より、マイナポータルと確定申告書等作成コーナーの連携が開始され、

納税者自身が確定申告書等作成コーナーを利用した所得税確定申告書の作成に大きな

利便性向上が見込まれると同時に、税理士にとってもマイナポータルに集約される関与

先納税者の情報を取得することにより利便性向上が見込めることから、以下の改善を図

って利便性を向上させること。 

 

① 対応企業を増やすこと 

令和 3 年 10 月に生命保険会社、損害保険会社、共済、また、令和 4 年 1 月にはふるさ

と納税ポータルサイトの運営会社が対応企業に追加されるところ、この仕組みの利点は

一括で控除情報を取得できることにあるため、今後も対応する企業を増やすこと。 
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② 民間送達サービスとの連携を簡便化すること 

実際にマイナポータルと確定申告書等作成コーナーの連携機能を利用したところ、対

応企業と民間送達サービスを連携させる手続きが煩雑で作業を諦めた、民間送達サービ

スを介さずにマイナポータルに情報を入れてもらいたいといった声が多かったことから、

対応企業と民間送達サービスの連携が簡便なものとなるよう要請してもらいたい。 

 

③ 確定申告書等作成コーナーでの操作を簡便化すること 

実際にマイナポータルと連携し申告書等を作成したところ、同じような作業を何度も

繰り返さないといけないのが煩雑といった声が多かったことから、マイナポータルと連

携した確定申告書等作成コーナーでの使い勝手を簡便化すること。 

 

（２）行政手続きのオンライン・ワンストップ化について 

社会保険・税手続きのオンライン・ワンストップ化、法人デジタルプラットフォーム

など、行政手続きのオンライン・ワンストップ化を進めていく過程においては、手続き

の実態を踏まえて税理士が代理で手続きを行うことができるよう配意すること。 

 

 

（税務調査） 

４．税務調査に関して、政府方針に沿って「書面、押印、対面主義からの脱却」を図ること。 

（１）調査の事前通知について 

納税義務者又は税務代理人に対する調査の事前通知は電話を用いて行われているが、

調査の日時、場所、対象税目等の通知事項について e-Tax のメッセージボックスに格

納する方法でもできるようにすること。 

 

（２）調査時に提出する書類について 

   調査関係書類を e-Tax や光ディスク等によりデータで提出する場合の取扱いについ

て、現行法令で対応できる部分、できない部分の洗い出しを行い必要事項を法制化する

こと。また、事務運営方針等を策定し開示すること。 

 

（３）調査終了の手続きについて 

   調査の結果、更正決定等をすべきと認められない場合は納税義務者又は税務代理人にその

旨を書面により通知し、また、更正決定等をすべきと認める場合は修正申告等の勧奨や申告

書を提出した場合に不服申立てはできない旨の書面を交付することになっている。これら書

面による通知、交付をメッセージボックスに格納する方法でもできるようにすること。 

 

（４）web会議システム等の活用とリモート調査について 

更正決定等をすべきと認める場合に納税義務者又は税務代理人に対して調査結果の内

容を説明する際に Web 会議システムを活用する方法でもできるようにすること。また、

令和２年７月以降、大規模法人を対象に実施されているリモート調査において、対応でき
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る中小企業及び零細事業者においても対象を拡大すること。なお、現行法令で対応できる

部分、できない部分の洗い出しを行い必要事項を法制化し、事務運営方針等を策定し開示

すること。 

 

（５）調査関係書類の e-Taxによる送信について 

   令和 4 年１月から開始された税務調査等で提出を求められた資料（調査関係書類）の e-

Tax による送信について、利便性向上のため e-Tax ソフト（Web）版にも対応すること。ま

た現状、実地調査に限定しているところ、消費税の還付申告や更正の請求の際に確認する書

類等についても対象とすること。 

 

 

（利用可能時間） 

５．利用可能時間を拡大すること。 

e-Tax の利用可能時間について、更なる電子申告による優位性・利便性の向上を図るため、

ニーズの高い以下の日について利用可能とすること。 

 

・ 運転を希望する日 

毎月の最終週の前週土曜及び日曜 

 

 

（e－Tax利用の簡便化に伴うセキュリティ強化関係） 

６．メッセージボックスのセキュリティ強化に関し以下の改善を図ること。 

（１）相続税申告の受信通知の確認方法について 

メッセージボックスのセキュリティ強化に伴い、申告等データを送信した即時通知の画面

に、受信通知画面へのリンクを設け、この一連の流れであれば電子証明書による認証を要せ

ず受信通知を閲覧可能とする対応がとられた。これに関し、相続税の申告では相続人が複数

いる場合、相続人ごとに受信通知が格納されるところ、即時通知から受信通知に直接リンク

できない仕組みとなっている。このため、税理士法人において支店が受嘱した相続税申告の

受信通知を閲覧するには利用者識別番号に登録されている本店代表税理士の電子証明を利用

するか、支店税理士の電子証明書に登録を変更しなければならないという状況にある。即時

通知からすべての相続人の受信通知を閲覧できるようにするか、利用者情報へ複数の電子証

明書を登録できるようにすること。 

 

（２）メッセージの転送、共有機能の対象について 

 メッセージボックスのセキュリティ強化に伴い実装された、転送機能は「申告のお知ら

せ」に、共有機能についてはメッセージボックスに格納されたものだけに限定されている。

これに関し、通知書等一覧に格納されるメッセージも対象とし、特に適格請求書発行事業者

の登録については、税理士が申請書を代理送信しても登録通知データを確認できない状況に

あることから早急に改善すること。 
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（３）メッセージボックスの視認性について 

納税者が委任関係の登録手続きで「納税者カナ氏名（税理士表示用）」を変更しなければ、

「申告のお知らせ」の転送先である税理士のメッセージボックスには「納税用カナ氏名」

が表示される。これを 1 件ずつ視認することは非常に困難であり委任関係の解除時に誤っ

て選択する虞があることから、ソート機能を設けるなど検索を可能とすること。 

 

（４）ID・パスワード方式で申告した者への対応について 

ID・パスワード方式で申告した納税者は、電子証明書を所持していないとメッセージボ

ックス内に格納される「申告のお知らせ」など申告に必要な情報を閲覧できない。 

ID・パスワード方式による申告が大きく伸びる一方で、マイナンバーカードの普及は進

んでおらず、申告に必要な情報を閲覧できない納税者は増加の一途をたどっている。 

このため、ID・パスワード方式の申告を見直すことができるよう早急にマイナンバーカ

ードの普及が必要であることから、マイナポータルと確定申告書等作成コーナーの連携機

能の利便性を向上させてマイナンバーカードの普及を進展させること。 

 

 

（添付書類） 

７．添付書類等のイメージデータによる送信について改善を図ること。 

（１）提出可能な添付書類の拡大について 

 イメージデータで提出できる書類は、法令の規定により原本の提出が必要とされている第

三者作成書類及び税務署が提出を求める一部の書類が対象となっている。これに関し、以下

の添付書類については別途書面での提出を求められることがあることから、イメージデータ

での提出を可能とすること。 

 また、申告書作成の際の検討書類など、任意で提出している書類についてもその有用性等

を踏まえイメージデータでの提出を可能とすること。 

 

イメージデータでの提出を希望する書類 

税目 任意で提出している書類 枚数、容量 

法人税 協同組合等の決算書 A4 5～10 枚 

所得税 

譲渡所得関連資料 

（売買契約書、領収書、財産評価等の根拠書類（謄

本、契約書、図面）） 

A4 5～10 枚 

消費税 科目明細書 A4 1～10 枚 

相続税 
土地の評価資料 

（現況の写真、公図） 
A4 5～10 枚 

贈与税 土地及び土地の上に存する権利の評価明細書 A4 2～ 5 枚 
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（２）送信方法の改善について 

 利用者が 1 送信あたりの容量を勘案して複数回に分けて送信するのではなく、自動で分

割送信を行うなど、操作性を改善すると共に、1 回当たりの送信容量を現状の 8 メガバイト

から更なる拡大を検討すること。また、添付可能な容量を判断するため、システム側で判断

している送信容量を表示すること。 

 

 

（メッセージボックス関係） 

８．メッセージボックスについて以下の改善を図ること。 

（１）税務署からのお知らせ等メールについて 

税理士のメールアドレス宛には関与先の件数に応じて大量のメールが格納され、詳細

を確認するのに時間を要している。これに関し以下の点を改善すること。 

 

① 宛名表記を改善すること 

国税庁からのお知らせに関して件名に詳細を付記する、宛名登録をせずとも宛名を表

示させるなど多くの手続きを踏むことなくメールがどの納税者を指し、また、内容が推

測しやすいものにすること。 

 

② 記載内容を充実させること 

お知らせメール自体に申告や振替納税・ダイレクト納付の引落結果等を記載し、メッ

セージボックスに遷移せずとも内容を確認できるようにすること。 

 

③ 配信停止等の機能を設けること 

関与先納税者の利用者識別番号には、税理士のメールアドレスを登録してもらい、メ

ッセージボックスに情報が格納された際にお知らせメールを受信できるようにしている。

これに関し、契約解消後も、当該メールアドレスが削除されずに、お知らせメールを受信

し続けているケースがある。このため、委任関係の登録解除のように税理士のみの作業

で関与先納税者の利用者識別番号に登録されている税理士のメールアドレスを削除でき

るようにするか、お知らせメールの配信を停止できる機能を設けること。 

 

（２）メッセージボックスの発展的なシステムの構築について 

税務署から税理士に対して提出を求められる一般取引資料せん、関与先名簿や従業員名

簿、納付指導・相談チェック表などの法定外文書を税務署窓口に提出する必要がある。こ

れらの文書を電子的に送信することが可能になると、納税者の事務手続面での利便性が大

きく向上し、また、税務署からの照会文書の送付及び回答に活用できることが想定される。

このため、上記文書について、税務署と納税者及び税理士の間で電子データのやり取りが

可能なシステムの構築を目指すこと。 
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（その他） 

９．システム変更を早急に行うこと。 

（１）ブラウザへの対応について 

  Windows 等の OS 及びブラウザソフト等については、広汎なシステムが活用できるよ

うに対応し、システム更新・環境の変化に対しても可能な限り速やかに対応するよう要望

する。特に、ブラウザソフトについては一般的なシェア状況に応じて対応すること。また、

今後のアップデートに関してはプレビュー版にて先行的に動作検証を行うなど、今後もア

ップデート後すみやかに対応できるようにすること。 

 

（２）確定申告書等作成コーナーについて 

全てのソフト・コーナーにおいて Google Chrome 及び最新版の Microsoft Edge に対応

するとのことであったが、確定申告書等作成コーナーで税理士が代理送信を行うページは

IE のみの対応であることから、他と同様に Google Chrome 及び最新版の Microsoft Edge

に対応すること。 

  



 

- 8 - 

 

【要望項目】 

（システム改善要望） 

１．e-Tax ソフト（WEB 版・SP 版含む）や確定申告書等作成コーナーについて、利用者の利

便性に重点を置いた改善を図ること。 

 国税庁が提供する e-Tax ソフトを含めた各システムについては、民間の会計ソフトでは対

応していない申告・手続が網羅されていることや、確定申告書等作成コーナーは税務支援事

業で使用する機会が増えている。 

 このことから、本会に対して、各税理士会から寄せられた e-Tax ソフト等に関する改善要

望を、利用者である納税者及び税理士（税理士会）の利便性に重点を置いた「システム改善

に関する要望事項」として取り纏め共有するので、これを踏まえ、今後の利便性向上策をご

検討いただきたい。 

 

 

２．申告に必要な情報の確認方法について以下の改善を図ること。 

（１）申告に関するお知らせについて 

 申告書の作成には、メッセージボックスに格納される申告に関するお知らせに記載されて

いる情報が重要となる。更なる利便性向上のため、各申告のお知らせへ以下の情報を追記す

ること。 

 

①「確定申告等についてのお知らせ」 

· 消費税の基準期間の課税売上高 

· 還付税額と還付加算金 

· 個人についても法人と同様に消費税の各種届出の提出状況と最新の提出年月日、そ

の課税期間における「一般課税」「簡易課税」を表記し、あわせて適格請求書発行

事業者の登録番号を記載すること。また、課税事業者でない場合にも届出書の提出

状況等を記載すること。 

 

②「課税期間分の消費税及び地方消費税の確定申告について」 

· 課税事業者でない場合も届出書の提出状況と最新の提出年月日を記載したお知らせ

をメッセージボックスに格納すること 

· 適格請求書発行事業者の登録番号を記載すること 

 

（２）申告のお知らせの格納状況について 

 消費税課税期間特例選択届出書を提出して課税期間を短縮している場合について、その事

業年度最初の課税期間にその後の課税期間分をまとめて格納するのではなく、各課税期間の

申告時期に合わせて格納すること。 
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（３）自己情報のオンライン確認について 

 将来の申告に影響する情報や消費税の届出状況について、申告のお知らせへ記載するか、

令和３年６月に公表された「税務行政のデジタル・トランスフォーメーション－ 税務行政の

将来像 2.0 －」に示されている特例適用や納税の状況をオンラインで確認できる「自己情報

のオンライン確認」の仕組みで確認できるようにすること。特に、下記の情報について記載

すること。 

 

· 土地の無償返還に関する届出書の提出の有無 

· 借地権者の地位に変更がない旨の申出書の提出の有無 

· 事業用資産等の買換えに係る買換資産の取得費に関する情報 

· 相続時精算課税制度の適用状況 

· 事業承継税制の適用の有無 

 

また、税理士が代理で確認する際の利便性を考慮し検討をすすめること。 

なお、マイナポータルの「わたしの情報」のように他の行政機関等も確認することができ

るデータベースである場合、マイナポータルのようにやりとり履歴を要求できるようにする

など、利用状況を開示すること。 

 

（４）申告に関するお知らせのメッセージボックス格納時期について 

 例年、１月の中旬から下旬にかけて順次格納されていた申告に関するお知らせについて、

本年は１月の中旬から２月中旬の格納となっていたため、２月初旬に還付申告を行う際に必

要な情報が不足していた。翌年以降はこれまでどおり少なくとも１月中には格納を終えるこ

と。 

 

（５）申告書等情報取得サービスについて 

 関与先納税者が過去に書面にて提出した申告書を税理士もデータで取得できるよう、申告

書等情報取得サービスについて税理士の代理申請・代理受領を可能とすること。 

 

 

（利用者識別番号・暗証番号） 

３．利用者識別番号・暗証番号を失念した際の手続きについて改善すること。 

（１）メールアドレス宛の通知機能を設けること。 

暗証番号を失念した際は「秘密の質問と答え」を設定している場合のみ、登録されたメー

ルアドレス宛に仮暗証番号の発行が可能であるが、設定をしていない場合は変更届出書を提

出し郵送での回答を待たなければならず、申告期限までに電子申告を行うことが出来ないケ

ースがある。このため、暗証番号を失念した全ての者へ登録されたメールアドレス宛に即時

通知がされるよう改善を望む。また、利用者識別番号を失念した場合についても同様に、登

録されたメールアドレス宛への通知機能を設けること。 
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（２）メッセージボックスの引継ぎを可能とすること。 

 利用者識別番号及び暗証番号を失念し、郵送での回答が間に合わない場合、申告期限まで

に電子申告を行う方法として、新たな利用者識別番号を取得する場合がある。利用者識別番

号を再取得した場合は、過去の利用者識別番号とともにメッセージボックスの内容が削除さ

れてしまい、過去の申告内容等が閲覧できなくなってしまうことから、過去に申告・申請の

実績がある場合には、本人確認を行うことで新たな利用者識別番号へメッセージボックスの

内容を引き継ぐことを可能とすること。 

 

 

（ダイレクト納付） 

４．ダイレクト納付について改善を図ること。 

 現在、政府では令和 7 年までにキャッシュレス納付比率を 40％にする目標を掲げ、キャ

ッシュレス納付の促進を図っているところ、国税についてもダイレクト納付の利用が求めら

れている。これに関し、ダイレクト納付の普及促進のため、以下の点について改善し利便性

の向上を図ること。 

 

（１）納税手続きの手順について 

① 所得税の振替納税のように納期限の 1か月後を振替日とすること 

キャッシュレス納付の半数は振替納税が占めており、法人の納税手続きにおいても個

人と同様の振替納税を望む声が多い。個人の振替納税では、一度手続きを行えば、以後、

申告納付税額は期日に自動的に振替えられる。ダイレクト納付では、申告データ・徴収高

計算データを送信後、受信通知を受け取り、引き落とし口座や納付日の指定をしなければ

ならない。積極的にダイレクト納付を利用するインセンティブとして、ダイレクト納付を

利用する場合に限って所得税の振替納税のように納期限の 1 か月後を振替日とすること

でダイレクト納付の利用促進が期待される。 

 

② 引落口座や納付日を申告前に指定可能とすること 

申告前に引き落とし口座等指定し、申告データ等の送信と同時にダイレクト納付の指

示を行なうことで、受信通知からの操作が不要となるだけでなく受信通知が受け取れず、

納付手続きができないといったケースにも対処でき、振替納税と同様に効率的な納税管

理が可能となる。 

 

③ 納付に関する情報を申告等データに係る受信通知にも掲載すること 

平成 31 年 1 月以降、メッセージボックスの閲覧にはセキュリティ強化により原則とし

て電子証明書が必要となったところ、電子証明書を所持していなくても電子納税の手続

きが行えるよう、申告等データに係る受信通知とは別に「受信通知（納付区分番号通知）」

が格納されることとなった。これに関し、申告等データに係る受信通知は受信できたが、

「受信通知（納付区分番号通知）」が受信できず納税手続きができないケースがあったこ

とから、申告等データに係る受信通知にも平成 31 年 1 月以前のように、納付に関する情
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報を掲載すること。 

 

④ 申告・納付期限の延長に対応すること 

申告・納付期限を延長した場合には、受信通知から期日指定による納付を選択すること

ができない。少なくとも、期限内申告と同様に利用できるようにすること。 

 

（２）対応金融機関・口座について 

より一層の利便性向上のため、農業協同組合やネット銀行などすべての金融機関でダ

イレクト納付ができるよう働きかけること。特に、地方税共通納税システムで利用可能な

金融機関へはすみやかに対応すること。また、納税準備預金についてダイレクト納付へ対

応すること。 

 

（３）ダイレクト納付利用届出書について 

法人のダイレクト納付利用届出書についてもオンライン提出を可能とすること。 

 

（４）クレジットカード登録について 

預貯金口座に加えて、クレジットカード登録も可能とすること。 

 

（５）利用可能手続きについて 

納税証明書の交付手数料の支払いに対応すること。 

 

（６）地方税との連携について 

ダイレクト納付利用届出書及び振替依頼書の提出につき、ワンスオンリーで国税・地方

税ともに完了すること。また、対応金融機関、利用時間等について国税・地方税で統一す

ること。 

 

 

（納付手続き） 

５．納付手続きを拡充すること。 

（１）コンビニ納付（QRコード）について 

QR コードを利用したコンビニ納付について、利用可能コンビニを拡大すること。また、

所得税徴収高計算書により源泉所得税を納付する場合にも対応すること。 

 

（２）QRコード決済について 

地方税では、既に一部地方自治体においてスマートフォン決済アプリから納付するこ

とが可能である。また、令和５年４月から地方税統一 QR コードを納付書に印字するこ

とで、全ての地方自治体で多様な納付手段を選択することができるようになる。12 月に

延期となっている「スマホアプリ納付」について確実に実現させるとともに、少なくとも

QR コード利用納付に早急に対応すること。なお、受信通知等に QR コードを付与するな
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ど、QR コードを作成するための納税者の操作・手続きは不要とすること。 

 

 

（納税証明書） 

６．納税証明書の代理請求・代理受領について利便性向上させること。 

 令和３年７月より納税証明書の代理請求・代理受領が可能となった。税理士が納税者の申

告・申請を代理送信する際は、電子署名等を要しない者を定める告示（平成十八年国税庁告

示第三十二号）第二項により、申告・申請書等に税理士の署名が付されていれば納税者の電

子署名を要しないとされているところ、国税通則法第百二十三条第一項（納税証明書の交付

等）については対象外となっており、納税者の電子署名を付した電子委任状の添付が必要と

なっている。これに関し、税理士の電子署名のみで納税証明書の代理請求・代理受領が可能

となるよう告示の改正及びシステムの改修を行うこと。 

 

 

（その他） 

７．e-Taxで利用可能な税目・手続きを拡大すること。 

 電子申告制度が、納税者の利便性向上の観点から導入されているものである以上、基本的

にはできる限り多くの税目・手続きをその対象とすべきである。このため、未だ e-Tax で提

出することのできない消費税の準確定申告に対応すること。 

 

 

８．上記以外のシステム面等に関する要望事項について継続的に協議の場を設けること。 

 上記以外のシステム面等の要望事項については、国税庁と日本税理士会連合会との間で継

続的に協議の場を設けること。 

 

 

（地方税との情報連携の徹底） 

９．国税と地方税の情報連携を徹底すること。 

 デジタル手続法でも示されている「デジタルファースト」、「ワンスオンリー」、「コネクテ

ッドワンストップ」のデジタル化三原則に沿って、e-Tax と eLTAX についても以下の手続

き等について手続きの一本化・情報連携を進めること。 

 

（１）手続きの一本化について 

· 電子申告の開始届出について一本化し、ＩＤも共通化すること 

· ダイレクト納付の利用届出について一本化すること 

 

（２）情報連携について 

① 個人住民税について、所得税確定申告書での申告を可能とすること 

個人住民税について、上場株式の配当等については、原則として確定申告書の提出のみ
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で申告手続が完結できるように確定申告書における個人住民税に係る附記事項を追加し

た。他方、年金収入額が 400 万円以下の年金受給者については、所得税確定申告書は提

出せず、住民税申告書を書面で提出しており、特に確定申告無料相談会場での手続きが煩

雑となっている。所得税確定申告書と住民税申告書の記載事項はほぼ同一であり、e-Tax 

で完結すれば効率化にもつながることから、所得税確定申告書に「所得税は申告不要、住

民税を申告」等の付記事項を設け、住民税確定申告書の提出に代わるように情報連携する

こと。 

 

② 退職所得の源泉徴収票・特別徴収票について、提出先を一元化すること 

 令和２年４月以降、財務諸表等の添付書類の情報連携や法人納税者の開廃業・異動等

に係る各種届出書の提出の一元化が行われている。退職所得の源泉徴収票・特別徴収票に

ついても e-Tax・eLTAX のどちらか一方で申告すればもう一方での提出が不要となるよ

う情報連携すること。 

 

以上 


